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① 申 請 ③ 報 告

まちづくり活動を行う。

必要に応じて、チラシの印刷など

支援が受けられる。※申出が必要

活動期間が終了したら、

活動報告書を提出して完了。

〈 制度を利用する流れ 〉

② 活 動

団体・プレーヤーの登録を申請し、

登録が完了すると、事務用品の貸出

などの支援が受けられる。

「登録」が完了すると
受けられる支援

① 事務用品の貸出
のりやはさみ等、事務用品の貸出セットを
使用することができます

② 庁内へのチラシ設置
イベント等のチラシを庁内に設置できます

③ 関市HPでの発信
登録内容や活動内容を市HPに掲載します

④ 活動内容の相談
活動に関わる内容について相談できます

⑤ 活動時の保険加入
イベントの準備や当日に怪我などがあった
場合に保険が適用されます

登録申請が完了した特典として、
次の５つの支援が受けられます。

・ 備品等の貸出
・ 印刷、ラミネートの作成
・ 市公式SNSでの発信
・ 公共施設の使用料減免の手続
・ Zoomのライセンス使用

※ 各支援に上限あり
※ その他の支援は要相談

「支援申出書」を
出すと受けられる支援

次の支援を受けたい場合は、
別途「支援申出書」を提出してください。

「関市若者まちづくり団体・

まちづくりプレーヤー登録制度」で

チャレンジしてみよう！
「関市を舞台にしたまちづくり活動をやってみたい」という
高校生・大学生～20代に対して市役所がサポートしてくれます！

制度の詳細↓ 過去の活動↓

制度に関する詳細や
申請に必要な書類は
関市HPをご覧ください



過去には、こんなチャレンジがありました

関市若者まちづくり団体・
まちづくりプレーヤー登録制度
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R2～R4年度の間に
団体６組・個人２名
の登録があり、
計１１件のまちづく
り活動が実施されま
した！
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